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蕊霧'jtjiii今
年
の
冬
は
、
世
界
的
に
寒
い
日
々

が
続
い
て
い
ま
す
。
「
北
極
振
動
」
の

影
響
で
、
中
国
。
日
本
な
ど
ア
ジ
ア
の

東
側
、
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
東
側
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
同
時
に
寒
波
が
襲
来
し

て
い
ま
す
。

一
方
、
国
連
気
候
変
動
コ
ペ
ン
ハ
ー

ゲ
ン
会
議
で
は
、
「
法
的
拘
束
力
を
持

つ
削
減
目
標
」
に
関
す
る
合
意
が
得
ら

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
過
去
の
二
酸
化
炭

素
排
出
枠
を
基
準
と
し
て
行
動
計
画
を

定
め
る
と
、
既
得
権
を
持
つ
先
進
国
と

今
後
の
発
展
を
願
う
途
上
国
で
は
、
不

公
平
が
生
じ
ま
す
。
い
つ
も
な
が
ら
の

対
立
構
図
を
、
最
後
ま
で
打
開
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。

素
人
考
え
で
は
、
毎
年
、
こ
の
ま
ま

、
‐
Ｐ
、
‐
Ｊ
△
、
Ｊ
ｈ
Ｆ

世
界
同
縛
蕊
溌
瀧
轍
薑
鐘
げ
交
渉

長
期
的
視
点
湾
搬
味
し
て
決
定
を

厳
寒
の
冬
が
続
け
ば
、
温
暖
化
に
備
え

る
タ
イ
ム
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
も
ゆ
と

り
が
で
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

寒
さ
も
大
歓
迎
で
す
。
ウ
イ
ン
タ
ー
。

ス
ポ
ー
ツ
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
、
温
暖
な

リ
ゾ
ー
ト
地
。
温
泉
な
ど
が
に
ぎ
わ
え

ば
、
日
本
の
景
気
回
復
に
も
多
少
の
効

果
が
期
待
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
科
学
者
た
ち

は
そ
ん
な
楽
観
的
な
予
想
を
立
て
ま
せ

ん
。
長
期
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
必
要
な

二
酸
化
炭
素
削
減
目
標
等
を
計
算
し
ま

す
。
寒
い
冬
が
来
た
か
ら
と
い
っ
て
、

大
々
的
に
化
石
燃
料
を
使
っ
て
い
た
の

で
は
、
子
々
孫
々
の
生
活
が
脅
か
さ
れ

か
ね
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
冬
を
乗
り
越
え
れ
ば
、

す
ぐ
に
春
季
の
賃
上
げ
交
渉
の
時
期
が

近
づ
い
て
き
ま
す
。
最
近
で
は
詩
景
気

の
持
ち
直
し
を
伝
え
る
ニ
ュ
ー
ス
も
ち

ら
ほ
ら
と
目
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
大
部
分
の
会
社
で
は
、
お
と

と
し
暮
れ
の
世
界
的
金
融
危
機
の
ダ
メ
ー

ジ
か
ら
回
復
し
て
い
ま
せ
ん
。
当
然
、

経
営
者
も
厳
し
い
態
度
で
賃
上
げ
交
渉

に
臨
む
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
今
回
の
短
期
的
な
経
済
危

機
だ
け
を
根
拠
と
し
て
賃
上
げ
を
論
じ

る
の
も
、
あ
ま
り
に
短
視
眼
的
で
す
。

長
期
的
な
業
績
予
測
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
、

従
業
員
が
安
心
で
き
る
よ
う
な
「
科
学

的
な
」
待
遇
改
善
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
た

い
も
の
で
す
。2010

「
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Ⅲ
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位階 制

人
間
は
群
れ
で
暮
ら
す
生
き
物
で
す

か
ら
、
常
に
集
団
内
で
の
序
列
を
意
識

し
な
が
ら
行
動
し
て
い
ま
す
。
集
団
が

小
さ
い
う
ち
は
い
い
で
す
が
、
大
人
数

に
な
る
と
「
誰
が
誰
の
上
に
位
置
す
る

の
か
」
、
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

「
序
列
」
を
表
す
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な

目
印
が
あ
れ
ば
、
も
め
ご
と
を
避
け
る

の
に
便
利
で
す
。
長
い
間
、
国
家
が
掴

民
に
与
え
る
序
列
と
し
て
「
位
階
」
が

使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
中
国

か
ら
伝
わ
っ
て
き
て
、
律
令
制
の
時
代

に
日
本
独
自
の
形
が
整
え
ら
れ
た
と
い

い
ま
す
。

大
昔
の
制
度
な
ど
、
現
代
で
は
顧
み

る
価
値
が
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

蘆
｜
塵
塵
露

「雑
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潟
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】

人
事
・
賃
金
制
度
は
、
近
代
的
な
会
社

組
織
が
生
ま
れ
た
後
で
形
成
さ
れ
た
も
の

で
す
。
し
か
し
、
団
体
。
組
織
に
は
「
序

列
」
が
付
き
物
で
、
日
本
の
古
代
国
家
で

も
「
位
階
制
度
」
が
運
用
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
昔
の
人
は
組
織
を
動
か
す
た
め
に
、

ど
ん
な
エ
夫
を
し
、
ど
ん
な
苦
労
を
し
て

い
た
の
か
、
「
過
去
に
学
ぶ
」
の
も
大
切

な
こ
と
で
す
。

時
代
の
変
遷
に
伴
っ
て
変
動
も
あ
り

ま
す
が
、
律
令
制
で
は
臣
下
を
「
正
一

位
」
か
ら
「
少
初
位
下
」
ま
で
釦
ラ
ン

ク
に
分
け
て
い
ま
し
た
。
「
正
五
位
上
」
、

「
従
六
位
下
」
な
ど
と
い
う
呼
称
は
、

時
代
小
説
で
お
な
じ
み
の
も
の
で
し
ょ

一
つ
○

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
歴
史
は
「
人
を
雄

か
す
」
知
恵
の
宝
庫
で
す
か
ら
、
学
ぶ

べ
き
点
も
き
っ
と
あ
る
は
ず
で
す
。

古
代
も
能
力
主
義
を
指
向

資
格
に
応
じ
た
役
職
付
与

ま
す
が
、
命
令
系
統
は
複
雑
で
す
ｃ
し

か
し
、
位
階
と
官
職
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
、
位
階
に
応
じ
た
官
職
登
用
を
原

則
と
す
る
こ
と
で
、
各
々
の
ポ
ス
ト
の

上
下
関
係
が
一
目
で
分
か
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
報
酬
は
、
ポ
ス
ト
に
応
じ

て
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

位
階
制
は
最
初
か
ら
一
骨
董
品
」
と

し
て
登
場
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
導
入

当
時
は
「
先
進
的
な
」
仕
組
み
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ヤ
マ
ト
朝
廷
の
初

う
じ
か
ば
ね

期
に
は
、
氏
・
姓
と
い
っ
た
世
襲
的
な

身
分
制
が
、
社
会
の
進
歩
の
足
か
せ
と

な
っ
て
い
ま
し
た
。
位
階
制
で
は
、
功

労
に
応
じ
た
昇
進
が
あ
る
の
で
、
血
縁

や
勢
力
に
と
ら
わ
れ
な
い
人
材
登
用
が

可
能
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
導
入

の
目
的
と
し
て
は
、
「
能
力
主
義
指
向
」

だ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
の
で
す
。

国
家
に
は
た
く
さ
ん
の
官
職
が
あ
り

＆

現
代
の
会
社
組
織
と
比
べ
て
も
、
合

理
性
で
そ
れ
ほ
ど
引
け
を
取
ら
な
い
よ

う
に
み
え
ま
す
。
人
間
の
考
え
る
こ
と

に
、
過
去
と
現
在
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な

開
き
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
位
階

制
は
破
た
ん
し
た
と
評
価
さ
れ
る
で
し
ょ

う
。
肝
心
の
位
階
の
決
定
に
関
し
て
、

当
初
の
も
く
ろ
み
通
り
「
能
力
主
義
」

を
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

お
ん
い

た
。
最
悪
な
の
は
「
蔭
位
の
制
」
で
、

高
位
者
の
子
孫
を
最
初
か
ら
高
い
位
に

格
付
け
る
ル
ー
ル
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

功
績
評
価
の
基
準
が
不
透
明
で
、
一

度
与
え
ら
れ
た
位
階
は
下
げ
る
の
が
難

し
く
、
貴
族
の
子
は
最
初
か
ら
特
別
扱

い
な
ど
、
運
用
ル
ー
ル
面
で
た
く
さ
ん

の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
現

在
の
会
社
で
も
、
各
種
の
「
先
進
的
な

人
事
制
度
」
を
整
備
し
な
が
ら
、
成
果

が
上
が
ら
な
い
例
は
掃
い
て
捨
て
る
ほ

ど
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
企
業
に
、
果

た
し
て
律
令
制
を
笑
う
資
格
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。



F１

判 例 Ｔ
嵩
増
鶯
霊
鰯
顧
繊

裁
判
所
は
話
し
合
い
で
解
決
で
き
な

い
問
題
を
決
着
さ
せ
る
場
で
す
か
ら
、

判
決
に
は
法
的
な
拘
束
力
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
世
の
中
に
は
、
「
裁
判
官
の

判
断
が
誤
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
自
分

に
従
う
義
務
は
な
い
」
な
ど
と
言
い
出

す
ワ
ン
マ
ン
経
営
者
も
い
ま
す
。

社
内
の
人
間
が
誰
も
そ
の
暴
走
を
止

め
な
い
と
き
、
結
末
は
ど
う
な
る
の
で

し
ょ
う
か
。
本
事
件
は
、
社
長
の
責
任

損
害
賠
償
請
求
の
対
象
に

善
管
注
意
義
務
果
た
さ
ず

を
と
り
、
裁
判
所
は
「
社
長
お
よ

け
正
い

び
取
締
役
に
一
重
一
過
失
（
任
務
憾
怠
）

が
あ
っ
た
」
と
認
定
し
ま
し
た
。

裁
判
所
で
「
白
黒
が
つ
け
ば
」
、
逼
常
は
そ
れ
で
ゲ
ー
ム
セ
ッ
ト
で

す
。
し
か
し
、
本
事
件
で
は
、
会
社
側
が
割
増
賃
金
の
支
払
い
を
め
ぐ
っ

て
敗
訴
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
長
が
支
払
い
に
応
じ
ま
せ
ん
で
し

た
。
従
業
二
た
ち
は
「
役
三
一
等
の
損
害
賠
償
一
一
一
亘
任
」
を
追
及
す
る
戦
術

を
直
接
問
う
た
興
味
深
い
例
で
す
。

元
に
な
っ
た
裁
判
（
大
阪
地
判
平
嘔
。

ｎ
．
６
）
は
、
割
増
賃
金
の
支
払
い
を

め
ぐ
る
も
の
で
す
。
従
業
員
側
が
時
間

外
割
増
賃
金
の
支
払
い
を
求
め
て
提
訴

し
、
会
社
側
は
職
務
手
当
に
含
ま
れ
て

い
る
と
主
張
し
ま
し
た
。
結
果
は
会
社

敗
訴
で
し
た
が
、
会
社
は
支
払
い
を
拒

み
続
け
ま
し
た
。

強
制
執
行
を
求
め
る
の
も
呵
能
で
し
よ

大
阪
地
方
裁
判
所

ｓ
観
光
亭
件

（
平
別
・
１
．
旧
判
決
）

臼
可
】
ｊ

坏
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》
』
【
》
莎
戸
胡
評
邦
刃
モ

Ｆ
‘
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》
ト
ー
・
か
二
戸
計
Ｐ
】
‐
け
．
心
ァ
■
坪
，
１
口
■
浸
り

没
曰
貝
、
過
失
》
い

‐
■
Ⅱ
川
撹
。
。
■
ｑ
『
】
‐
炉
■
□
．
ｒ
８
口
『
４
】
Ｆ
『
■
『

う
が
、
従
業
員
側
は
社
長
と
取
締
役
を

相
手
取
っ
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
と

い
う
戦
術
を
採
り
ま
し
た
。

今
回
の
事
件
は
、
会
社
（
使
用
者
）

が
従
業
員
に
対
し
て
負
っ
て
い
る
義
務

と
、
役
員
が
会
社
に
対
し
て
負
っ
て
い

る
義
務
と
２
つ
の
観
点
か
ら
考
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

第
１
の
裁
判
で
は
、
｜
会
社
が
従
業

員
に
対
し
て
、
割
増
賃
金
を
支
払
う
義

務
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
点
が
問
題
に

な
り
ま
し
た
。
第
２
の
裁
判
（
本
裁
判
、

大
阪
地
判
平
虹
。
１
。
巧
）
で
は
、

「
支
払
う
べ
き
割
増
賃
金
が
あ
る
の
に
、

社
憂
（
お
よ
び
取
締
役
）
が
支
払
い
手

続
き
を
怠
っ
て
い
る
の
は
、
会
社
に
対

す
る
背
信
行
為
（
義
務
違
反
）
で
は
な

い
か
・
・
｜
と
い
う
点
が
争
わ
れ
ま
し
た
。

会
社
法
第
４
２
９
条
（
旧
商
法
第
２

６
６
条
の
３
）
で
は
、
「
役
員
等
が
そ

の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
悪
意
又
は
重

大
な
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
役
員
等

は
こ
れ
に
よ
っ
て
第
三
者
に
生
じ
た
損

害
を
賠
償
す
る
責
任
を
負
う
，
｜
と
規
定

し
て
い
ま
す
。
従
業
員
た
ち
は
、
自
分

た
ち
（
会
社
と
役
員
以
外
の
第
三
者
に

該
当
）
が
割
増
賃
金
を
受
け
取
れ
な
か
っ

た
の
は
役
員
の
過
失
に
よ
る
も
の
だ
か

ら
、
第
三
者
と
し
て
損
需
賠
償
を
受
け

る
権
利
が
あ
る
と
主
張
し
ま
し
た
。

裁
判
所
は
、
「
割
増
賃
金
の
支
払
い

は
使
用
荷
の
被
用
者
に
対
す
る
基
本
的

な
法
的
義
務
で
あ
り
（
労
基
法
第
諏
条
）
、

株
式
会
社
の
取
締
役
及
び
監
査
役
は
会

社
に
対
す
る
善
管
注
意
義
務
な
い
し
忠

実
義
務
と
し
て
、
会
社
に
対
し
て
割
増

賃
金
を
支
払
わ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い

る
」
と
述
べ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
社

長
に
つ
い
て
は
「
割
増
賃
金
を
支
払
わ

な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
任
務
僻
怠
が

認
め
ら
れ
る
」
、
そ
れ
以
外
の
取
締
役

に
つ
い
て
も
「
時
間
外
手
墾
墨
加
水
の
あ
っ

た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
何
ら
の
対
応

を
採
ら
ず
、
こ
れ
を
放
置
し
た
と
い
う

重
過
失
が
あ
る
」
と
判
断
さ
れ
ま
し
た
。

賃
金
の
未
払
い
状
態
を
是
正
し
な
い

で
い
る
と
、
役
員
は
会
社
法
上
の
責
任

を
追
及
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
と
肝
に

銘
ず
べ
き
で
し
ょ
う
。

大
阪
地
方
裁
判
所

（
平
別
・
１
．
旧
判
決
）

Ｓ
観
光
亭
件
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賃
上
げ
原
資
が
少
な
い
場
合
、
対
応

は
２
種
類
に
分
か
れ
ま
す
。
第
１
は
、

全
員
一
律
に
薄
め
に
配
分
し
、
「
苦
労

を
全
員
で
分
か
ち
合
う
」
方
法
で
す
。

第
２
は
、
少
な
く
と
も
貢
献
度
の
商
い

人
に
は
工
夫
し
て
一
定
限
度
の
賃
上
げ

を
確
保
す
る
方
法
で
す
。
経
営
者
と
し

て
大
い
に
悩
む
と
こ
ろ
で
す
が
、
や
は

り
「
や
っ
て
も
や
ら
な
く
て
も
同
じ
」

と
い
う
無
力
感
を
醸
成
す
る
の
だ
け
は

避
け
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

厚
生
労
働
省
の
「
就
労
条
件
総
合
調

査
」
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
、
労
働
時

間
、
賃
金
、
福
利
厚
生
な
ど
幅
広
い
労

働
条
件
を
対
象
と
す
る
も
の
で
す
。
平

成
ｎ
年
（
原
則
、
１
月
１
Ⅲ
現
在
の
実 平
成
辺
年
春
季
の
賃
上
げ
交
渉
も
、
労
使
間

で
厳
し
い
せ
め
ざ
あ
い
に
な
る
と
予
想
さ
れ
ま

す
。
頑
張
っ
た
人
に
少
し
で
も
報
い
る
た
め
、

メ
リ
ハ
リ
の
つ
い
た
昇
給
を
実
施
し
た
い
と
こ

ろ
で
す
。
厚
生
労
働
省
「
平
成
ｎ
年
就
労
条
件

総
合
調
査
」
で
は
、
「
職
務
・
職
種
」
に
着
目

し
て
基
本
給
を
決
め
る
会
社
（
複
数
回
答
）
が

７
割
強
を
占
め
ま
し
た
。

基
本
給
の
決
定
要
素
（
複
数
回
答
）

を
み
る
と
、
平
成
旧
年
当
時
と
、
順
序

が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
ま
す
（
表
１
）
。

「
管
理
職
以
外
」
を
例
に
と
る
と
、
平

成
嘔
年
は
、
「
学
歴
・
年
齢
。
勤
続
」

別
・
６
％
、
「
職
務
遂
行
能
力
」
万
・

３
％
、
「
職
務
。
職
種
」
、
・
６
％
と

態
）
調
査
で
は
、
平
成
田
年
以
来
、
久

し
ぶ
り
に
基
本
給
の
決
定
要
素
を
取
り

上
げ
ま
し
た
。

仕
事
基
準
で
賃
金
決
定
へ

能
力
に
も
目
配
り
忘
れ
ず

年
の
田
・
３
％
か
ら
妬
・
６
％
に
減
少

し
て
い
ま
す
。
業
績
・
成
果
主
義
と
い

う
単
語
が
一
世
を
風
摩
し
た
割
に
は
、

意
外
な
結
果
と
も
い
え
ま
す
。
し
か
し
、

こ
れ
は
企
業
が
業
績
評
価
の
難
し
さ
を

身
を
も
っ
て
経
験
し
た
結
果
で
し
ょ
う
。

妓
近
は
、
会
社
と
個
人
が
何
を
な
す

い
う
順
序
で
し
た
。
｜
方
、
平
成
ｎ
年

は
、
「
職
務
。
職
種
」
ね
・
７
％
、
「
職

務
遂
行
能
力
」
的
。
３
％
、
「
学
歴
。

年
齢
。
勤
続
」
髄
・
４
％
と
い
う
順
に

な
っ
て
い
ま
す
。

「
学
歴
・
年
齢
・
勤
続
」
の
割
合
が

減
っ
て
、
入
れ
替
わ
り
に
「
職
務
・
職

種
」
が
増
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今

で
も
「
年
齢
・
勤
続
」
を
決
定
要
素
と

す
る
会
社
が
岡
。
７
％
を
占
め
る
の
で

す
か
ら
、
年
功
序
列
の
生
命
力
は
あ
な

ど
れ
ま
せ
ん
。

「
業
績
・
成
果
」
の
割
合
は
平
成
⑬

べ
き
か
、
職
務
の
内
容
を
き
ち
ん
と
話

し
合
う
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
の
で
、

む
し
ろ
「
職
務
・
職
種
（
何
を
や
っ
て

い
る
か
）
」
に
着
目
し
て
賃
金
決
定
す

る
方
が
納
得
を
得
ら
れ
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

基
本
給
を
単
年
度
で
い
き
な
り
引
き

下
げ
る
の
は
難
し
い
の
で
、
業
績
の
悪

い
会
社
で
は
、
賞
与
で
大
ナ
タ
を
振
る

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
賞
与
の
主
た
る

決
定
要
素
を
調
べ
た
の
が
、
表
２
で
す
。

こ
ち
ら
の
結
果
も
、
「
管
理
職
以
外
」

を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
業
紙
。
成
果

基
準
」
が
詔
。
９
％
、
「
基
本
給
基
準
」

が
羽
。
５
％
、
「
明
確
な
ル
ー
ル
な
し
」

が
８
．
０
％
と
い
う
順
序
で
す
。
「
業

績
。
成
果
の
中
身
」
に
つ
い
て
は
、

「
短
期
の
個
人
の
業
績
・
成
果
‐
｜
卯
。

４
％
、
「
短
期
の
事
業
部
門
、
会
社
の

業
績
。
成
果
」
⑬
・
６
％
が
上
位
を
占

め
て
い
ま
す
。

こ
の
結
果
を
み
る
限
り
、
大
多
数
の

会
社
で
は
、
賞
与
と
い
え
ど
も
、
従
業

員
間
で
大
き
な
差
を
つ
け
る
仕
組
み
は

整
備
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
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表１職層、基本給の決定要素別企業数割合 (単位：％）

基本給の決定要素（複数kjl答）

職務･職種
など仕事
の内容

学歴、年
齢･勤続年
数など

全企業ｌ）職胴、企業規模・産業・年 職務遂行
能力

年齢･勤続
年数など

業紙･成果
学歴

＜管理職＞

計 ｌ００Ｃ ７７］ ６３日 '1５－４ 57.8 l６Ｆｉ 5６－６

1.000人以上 709 7００ 35.2１０(l(】 77.3 1１７ 33」

300～999人 ＩＯＯＣ 75.8 7４８ 6４２ 5１０ １９J 4８－７

１００～299人 lＯＯＣ 75.3 73.8 531 57月 2０６ 56-6

30～99人 lＯＯＣ 77.9 6６２ 4０９ 5９．０ 1５２ 5８０

平成10年 lＯＯＣ 7０１ 6９．６ ５５J 7２６

100.(〕 72.8 79.7 64.2 73m 3１８ 7２５lFl

4６．９ 55.9 1６５２１弾 10(lＣ 7７．９ 69.9 54.9

＜管理職以外＞

Ｉの
ご
▲
ｌ
ｙ
ｒ 1０００ 718６７.fｉ 44.41 65-5 2０５ 6ａ７

L０００人以上 １００(） 6６２RｑＯ ６５．IEI ６０月 2１０ 5６７

300～999人 １０(l(） 68.6７５．８ 6０８ 683 2８６ 64.6

１００～299人 1000 69.8７０．８ 5１８ 67-6 260 65.6

30～99人 lｏｏｎ 7２９６５－５ 4０３ 6４－８ 1８２ 63.2

平成10年 68.8６９．２ 55-N 7８５100.(］

6２３ 80.6 3４２ 7９．０１１ｺ 1000 70.6７７．３

２１９K6 lＯＯｐ 7２．７６９－３ 4６．６ 6５．４ 2０．９ 63-7

平成10年調謙はl2jl未Ｈ現(l：、１３年、２１年調査は１１Ｊ１日現在である。
平成１０年、１３｛１:、２１年黙は、紫本給の決定要素として、「職務・職椛などｲ|;`１Fの|ﾉl容｣、「職務遂行能力｣、
「業績・成果｣、「学歴、年齢・勤続年数など」のいずれか1つ以上に回答があった企業を１００としている。

表２賞与の主たる決定要素別企業数割合（敢位：％）

注：ｌ）
２）

’

一
難
統
鬮
成
果
」
を
無
難
と
し
て
い
ろ

撤
与
を
支
給
し
た
企
業

紫
本
給
を
基
準
と
し
て
い
る

将
に
明
確
な
ル
ー
ル
は
な
い

i業統・成果の内容

甑
期
の
胴
人
の
業
繊
・
成
処

長
期
の
佃
人
の
繼
織
・
成
果

滅
期
の

ト
チ
ー

鐘
川
の
郷
、
班
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
別
の
葉
繊
・
成
果

知
期
の
車
》
業
部
門
、
会

社
の
業
績
・
成
果

社長

そ
の
他のIUI

業の職噛、企業規模. 課
、
班
、
プ
ロ

ム
別
の
業
繊
一

躯
業
部
Ⅲ
、
会

綾
・
成
果

産業

ジ
ェ
ク

成
梁

＜管理職＞

i8a3]100.0計 5７－６１８．１ 5９ ６８ Ｌ９ 1７．２６－１ 1７ 309 8.8

LOOO人以'二 198.411001） 7６６３４．２ 1０８ ２１ 1９．３４２ 1９ 2１８ ０．６4］

197.81100.0300～999人 6９０２７－m 5-9 8２ 2， 1８９４４ 1.6 27.7 ２０

100～299人 1936]1０００ 5９－６２１４ ３３4-5 1９ 1６．２５』 1９ ２３］ ６７

30～99人 185.7]１００．０ 55.3１５．７ 6３ 6-0 19 1７．３６．５ １６ 308 [0.3

＜管理職以外＞

計

188.311000 Fｉ８９３０４ 6-2 １９ 0６ 1211 4２ 1８ 32.5 8.0

1.000人以上 198Ｊ]1０００ 7１５４４］ 5ｍ ２９ ＯＦＩ １３１ 3-月 2］ 27-Ｇ ０－３

300～999人 197.81100.0 6６２３８６ ６２ 3， 1月 1３１１ 2-5 1６ 3１７ 1.8

100～299人 193.6]1000 5８－９３２N ５．９ ２Ｊ １２］ 2.7 2」 246 61】【1.1

30～99人 185.7]1００．０ 5７８２８．６ 6-月 1７ OG 13.9 ４８ ｌＲ 3２１ 9-4

注：［］内の数値は、全企業のうち、平成20年（又は平成19会計年度）中に賛与を支給した企業数割合であり、
￣主たる決定要素不明｜を含む。

職IFi、企業規模・産業･年 全企業ｌ）

基本給の決定要素（複数lljl答）

職務･職種
など仕事
の内容

職務遂行
能力

業績･成果
学歴、年
齢･勤続年
数など

学歴
年齢･勤続
ｲＩｚ数など

＜管理職＞

計

1,000人以'二

300～999人

１００～299人

30～99人

平成10年

1３

21歳

100.0

1()00

100.0

10ｑ0

100.0

100.0

1()0.(）

100.0

77.1

70.9

75.8

75.3

77.9

70.1

72.8

77.9

68.5

77.3

74.8

73.8

66.2

69.6

79.7

69.9

'15.4

70.0

64.2

53.1

40.9

55.1

64.2

46.9

８
２
０
８
０
６
９
９

■
ｑ
●
■
■
●
■
●

７
５
１
７
９
２
３
－
Ｄ

一
、
３
－
０
－
０
－
０
７
７
５

'6.5

117

19.4

20.6

15.2

318

16.5

６
１
７
６
０

●
●
◇
□
の

６
３
８
６
８

５
３
４
５
５

５
９

０
４
’
０

＜管理職以外＞

計

L０００人以上

300～999人

100～299人

30～99人

平成１０年

1３

21,:６

100.0

1()0.0

10(〕､０

１()００

１()0.0

1(〕0.(）

１００．０

]００．０

718

66.2

68.6

69.8

72.9

68.8

70.6

72.7

［
Ｊ
↓
（
Ⅲ
Ｕ
Ｆ
『
Ｕ
、
Ⅱ
Ｕ
Ｐ
ｍ
Ｕ
ｎ
ｕ
Ｕ
【
’
０
（
Ｕ
Ｖ

が
【
Ｕ
（
ｘ
Ｕ
｛
７
１
戸
ノ
ー
ハ
ハ
リ
ハ
ハ
Ｕ
【
Ｊ
１
〔
品
Ｕ

44.4

65.3

60.8

51.8

ｴ'0.3

55.3

62.3

46.6

Ｆ
Ｄ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｃ
庁
Ｉ
川
剤
（
５
〈
Ｕ
｜
ひ

く
、
、
、
八
０
戸
、
ｎ
０
旬
Ｉ
Ｒ
〕
ゐ
り

20.5

21.0

28.6

26.0

18.2

34.2

2(1９

63.7

56.7

64.6

65.6

63.2

790

63.7

職噛、企業規模.

産業

徴
与
を
支
給
し
た
企
業

容内の果成
●

錘極拳
《

そ
の
他

長
期
の
躯
業
部
門
、
会

社
の
業
績
・
成
果

短
期
の
事
業
部
門
、
会

社
の
業
績
・
成
果

鐘
川
の
雛
、
班
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
別
の
業
繊
・
成
果

鍾
期
の
課
、
班
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
別
の
業
繊
・
成
染

長
期
の
佃
人
の
堆
織
・
成
果

廊
期
の
佃
人
の
業
紙
・
成
果

．
業
続
鬮
成
果
‐
を
紫
準
と
し
て
い
る

基
本
給
を
華
準
と
し
て
い
る

将
に
明
確
な
ル
ー
ル
は
な
い

＜管理職＞

計

1,00()人以'二

300~999人

100～299人

30～99人

[833]100.0

[98.4]１００(）

[97.8｣10()、

[936]１０００

[85.71100.0

６
６
０
６
３

◆
●
●
◆
■

（
ｙ
ｌ
ｍ
ｎ
ｖ
ｎ
Ⅵ
Ｕ
ハ
ｕ
）
一
『
Ｕ

『
ヘ
リ
『
ｊ
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ｎ
ｈ
Ｕ
－
ｈ
Ｊ
－
、
〕

18.1

34.2
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15.7
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８
２
３
０

◆
●
●
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４
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７
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６
９
６

９
８
７
１
８

■
０
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■
●

ｎ
Ｕ
１
上
庁
Ｉ
ｎ
ｏ
ｎ
Ｕ

ｎ
ｊ
ｎ
〃
△
ｎ
△
ｎ
ｏ
ｑ
ｏ

８
６
０
７
３

■
■
０
■
■

８
０
２
６
０
１

＜管理職以外＞

計

1.000人以_上

300～999人

100～299人

30～99人

[88.3jlOOD

[98ＪｊｌＯＯＯ

[97.81100.0

[93.611000

[85.7]100.0

58.9

71.5

66.2

58.9

57.8

30.4

44.1

38.6

32.3

28.6

ｎ
ｏ
ｎ
Ｕ
９
】
０
Ｊ
－
，

■
匂
■
●
●

６
５
６
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、
６
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●
●
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１
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■
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３
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１
１
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１
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2.5

2.7

4.8

８
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１
８

■
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●
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１
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１
２
１

５
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７
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ご
■
●
●
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色
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Ｊ
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Ⅱ
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０
２

，
Ｊ
。
△
ｑ
Ｕ
ｏ
Ｊ
詞
』

０
３
８
０
４

■
●
●
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●

８
０
１
６
９
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轤 実務繍談

遺
族
厚
生
年
金
は
、
被
保
険
者
、
被

保
険
者
だ
っ
た
人
に
生
計
を
維
持
さ
れ

て
い
た
一
定
範
囲
の
家
族
に
支
給
さ
れ

ま
す
。
遺
族
の
支
給
順
位
は
次
の
と
お

り
で
す
。

①
配
偶
者
（
妾
ま
た
は
夫
）
と
子

②
父
母
（
配
偶
者
も
子
も
い
な
い
場
〈
巳

③
孫
（
配
偶
者
・
子
。
父
母
が
い
な
い

場
合
）

④
祖
父
母
（
さ
ら
に
孫
も
い
な
い
場
く
じ

『Ｑ洲Ⅷ麺荊靜朏癖託脈Ⅷ
ん
が
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
奥
さ
ん

は
ず
っ
と
働
い
て
い
て
、
老
齢
厚
生

年
金
の
金
額
も
少
な
く
な
か
っ
た
と

妻
の
死
亡
で
夫
が
遺
族
年
金

を
請
求
し
た
い
と
い
う
が
上

乗
せ
で
受
給
可
能
で
す
か

自
分
の
老
齢
厚
生
年
金
が
優
先

要
は
年
齢
に
関
係
な
く
遺
族
に
な
り

ま
す
（
失
権
に
関
し
て
は
年
齢
要
件
あ

り
）
が
、
夫
、
父
母
、
祖
父
母
は
弱
歳

以
上
、
子
供
や
孫
は
畑
歳
の
年
度
末
ま

で
（
１
，
２
級
障
害
は
加
歳
未
満
）
と

い
う
年
齢
条
件
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
尋
ね
の
方
は
、
夫
で
す
か
ら
支
給
順

位
は
１
位
で
す
。
宛
歳
以
上
と
い
う
年

齢
要
件
も
満
た
す
（
支
給
は
印
歳
か
ら
）

の
で
、
夫
婦
で
生
計
を
一
に
し
、
年
収

い
う
託
で
す
。
「
遺
族
厚
生
年
金
を

申
請
で
き
な
い
か
」
と
相
談
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
な
の

で
し
ょ
う
か
。

年金の併給調整

８
５
０
万
円
未
満
の
基
準
を
満
た
せ
ば
、

遺
族
厚
生
年
金
の
対
象
に
な
り
ま
す

（
年
齢
条
件
を
満
た
す
子
が
い
れ
ば
夫

は
支
給
停
止
）
。

し
か
し
、
お
尋
ね
の
刀
は
す
で
に
自

分
の
老
齢
厚
生
年
金
。
基
礎
年
金
を
受

給
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
単
純
に
上

乗
せ
で
遺
族
厚
生
年
金
を
受
け
取
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
成
四
年
４

川
か
ら
法
律
が
改
岻
さ
れ
、
現
在
、
鮪

歳
以
上
の
人
が
老
齢
厚
生
年
金
と
遺
族

厚
生
年
金
の
受
給
権
を
持
つ
場
合
、
老

齢
厚
生
年
金
が
優
先
す
る
規
定
と
な
っ

て
い
ま
す
。

厚
年
法
第
飢
条
の
３
で
は
、
「
遺
族

厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
老
齢
厚
生
年

金
等
の
受
給
権
を
有
す
る
と
き
は
、
老

齢
厚
生
年
金
等
の
額
に
相
当
す
る
部
分

の
支
給
を
停
止
す
る
」
と
定
め
て
い
ま

す
。
フ
ル
の
遺
族
厚
生
年
金
が
老
齢
厚

帳
年
金
の
額
を
上
呵
る
と
き
、
そ
の
差

額
を
遺
族
厚
生
年
金
と
し
て
支
給
す
る

の
が
原
則
で
す
。

た
だ
し
、
闘
歳
以
上
の
人
が
「
配
偶

者
」
の
場
合
に
は
優
遇
措
置
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

ま
ず
、
次
の
Ａ
、
Ｂ
の
額
を
算
定
し

ま
す
。

Ａ
卵
フ
ル
の
遺
族
厚
生
年
金
の
額
Ⅱ
妻

の
報
酬
比
例
の
年
金
額
の
４
分
の
３

に
相
当
す
る
額

Ｂ
”
フ
ル
の
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
３

分
の
２
十
日
分
の
老
齢
厚
生
年
金
の

２
分
の
１

Ａ
、
Ｂ
の
う
ち
高
い
方
の
金
額
と
老

齢
厚
生
年
金
の
差
額
が
、
遺
族
厚
生
年

金
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

お
尋
ね
の
方
は
、
老
齢
基
礎
年
金
十

老
齢
厚
能
年
金
…
遺
族
厚
生
年
金
（
差

額
）
を
申
請
で
き
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。た
だ
し
、
男
性
が
ず
っ
と
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
と
し
て
働
い
て
き
た
場
合
、
ｎ
分

の
老
齢
厚
生
年
金
の
額
が
妻
の
遺
族
厚

生
年
金
を
上
回
る
の
が
一
般
的
で
す
。

前
期
の
特
例
を
あ
て
は
め
て
も
、
差
額

が
発
生
す
る
可
能
性
は
低
い
で
し
ょ
う
。

仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
遺
族
厚
生
年

金
の
権
利
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
の
刀

が
受
け
取
れ
る
の
は
老
齢
基
礎
。
厚
生

年
金
だ
け
と
な
り
、
金
額
に
変
わ
り
は

あ
り
ま
せ
ん
。
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識実務相談

；
…
・
…
》
改
正
労
基
法
の
適
用
猶
予

一
碑
、
｜
の
こ
と
で
、
質
問
が
あ
り
ま

す
。
人
材
ビ
ジ
ネ
ス
会
社
の
看
板
を

一
掲
げ
、
労
働
者
派
遣
、
紹
介
予
定
派

過
（
職
業
紹
介
の
許
可
取
得
）
、
業

改
正
労
基
法
は
平
成
型
年
４
月
１
日

施
行
で
す
が
、
割
増
賃
金
率
５
割
（
時

間
外
月
印
時
間
超
）
に
関
す
る
部
分
は
、

、
ハ
ー
等
業
主
を
対
象
に
適
用
が
猶
予
さ

れ
ま
す
。
中
小
の
範
囲
は
、
次
の
通
り

で
す
。

・
小
売
業
（
飲
食
店
含
む
）
…
…
…
資

本
金
５
０
０
０
万
円
以
下
ま
た
は
従

業
員
卯
人
以
下

・
サ
ー
ビ
ス
業
・
…
・
…
・
資
本
金
５
０
０

派
遣
・
職
業
紹
介
・
業
務
請

負
を
兼
業
す
る
場
合
の
業
種

は
何
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か

主
要
な
事
業
活
動
に
よ
っ
て
判
断

務
請
負
を
兼
業
し
て
い
ま
す
。
中
小

事
業
の
定
義
で
使
う
業
獅
区
分
で
す

が
、
当
社
は
何
に
分
類
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。

０
万
円
以
下
ま
た
は
従
業
員
１
０
０

人
以
下

・
卸
売
業
．
．
…
…
・
資
本
金
１
億
円
以
下

ま
た
は
従
業
員
１
０
０
人
以
下

・
そ
の
他
の
業
種
・
…
…
：
資
本
金
３
億

円
以
下
ま
た
は
従
業
貝
３
０
０
人
以

下業
種
の
判
断
は
、
「
日
本
標
準
産
業

分
類
（
平
皿
総
務
省
告
示
第
１
７
５
号
）

に
基
づ
き
」
判
脈
『
し
ま
す
（
平
ｎ
．
５
． 労雛の中/Ⅲ事業

羽
基
発
第
０
５
２
９
０
０
１
号
）
Ｃ

日
本
標
準
産
業
分
類
を
み
る
と
、
職

業
紹
介
業
、
労
働
者
派
遣
業
は
「
大
分

類
Ｒ
Ｉ
サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ

な
い
も
の
と
に
該
当
し
ま
す
。
「
大
分

類
Ｒ
」
は
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
含
ま
れ
る

の
で
、
職
業
紹
介
業
、
労
働
者
派
遺
業

を
単
独
で
営
ん
で
い
る
会
社
は
、
サ
ー

ビ
ス
業
の
基
準
（
資
本
金
５
０
０
０
万

円
ま
た
は
従
業
員
１
０
０
人
以
下
）
を

あ
て
は
め
て
、
Ⅱ
小
鄭
業
主
に
当
た
る

か
否
か
判
断
し
ま
す
。

業
務
請
負
に
つ
い
て
は
、
「
経
済
活

■力
開
発
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
等
の
助
成
金
が
あ
り
ま
す
。
能
力
開

り
、
「
政
府
は
雇
用
安
定
事
業
・
能
助
成
金
・
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
令

▽
雇
用
保
険
２
事
業
八

雁
用
保
険
法
第
阻
条
、
船
条
に
よ

・
雌
川
安
定
螂
業
に
は
、
雁
川
調
盤

蛎
業
」
と
呼
び
わ
れ
て
い
ま
す
。

と
定
め
ら
れ
て
発
事
業
で
は
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
促
進

「
雇
用
保
険
２
業
能
力
開
発
施
設
へ
の
助
成
等
も
行

畷
業
が
存
在
し
い
保
険
率
を
課
し
て
い
ま
す
。

雁
用
橘
祉
事
業
主
負
担
で
、
助
成
金
利
用
等
の
多
い

ま
す
。
以
前
は

２
事
業
分
の
費
用
は
す
べ
て
甑
業

を
合
わ
せ
て
３
建
設
業
に
対
し
て
は
他
事
業
よ
り
高

い
て
、
こ
れ
を
助
成
金
等
の
支
給
の
ほ
か
、
公
共
職

動
の
種
類
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
に

分
麺
さ
れ
る
」
と
い
う
扱
い
で
す
。
製

造
派
遣
が
専
門
な
ら
、
そ
の
業
務
請
負

会
社
は
製
造
業
（
つ
ま
り
、
そ
の
他
の

業
種
）
に
分
類
さ
れ
ま
す
。

複
数
の
事
業
を
兼
営
し
て
い
る
場
合

は
、
「
そ
の
主
要
な
事
業
活
動
に
よ
っ

て
判
断
（
過
去
１
年
間
の
収
入
・
販
売

額
・
労
働
者
。
設
備
等
の
実
態
で
判
断
）

す
る
」
の
が
原
則
で
す
（
前
掲
通
達
）
。

派
逝
業
務
が
主
体
か
、
業
務
諸
負
が
主

体
か
に
よ
っ
て
、
貴
社
が
属
す
る
業
種

が
異
な
っ
て
き
ま
す
。

さ
れ
ま
し
た
ｃ

ま
し
た
が
、
雁
川
福
祉
邪
業
は
廃
止
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ＴＯＰIに１ｓ

雇
用
保
険
法
の
改
正
案
が
、
通
常
国

会
に
上
程
さ
れ
ま
す
。
改
正
項
目
は
そ

れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
事
業
主

に
と
っ
て
重
要
な
内
容
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。

第
１
に
、
保
険
料
で
す
。
｜
股
の
事

業
（
農
林
水
産
『
清
酒
、
建
設
除
く
）

に
つ
い
て
は
、
平
成
羽
年
度
の
保
険
率

は
単
年
度
の
特
別
措
置
で
１
０
０
０
分

の
ｕ
（
事
業
主
１
０
０
０
分
の
７
、
被

保
険
者
１
０
０
０
分
の
４
）
に
引
き
下

げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
平
成

皿
年
度
は
、
法
案
ど
お
り
に
決
ま
れ
ば
、

１
０
０
０
分
の
狙
・
５
（
事
業
主
１
０

０
０
分
の
９
．
５
、
被
保
険
者
１
０
０

０
分
の
６
）
に
改
定
さ
れ
ま
す
。

雇
用
保
険
給
付
に
使
わ
れ
る
分
が
事

業
主
・
被
保
険
者
と
も
に
１
０
０
０
分

の
２
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
、
事
業
主
が

負
担
す
る
雇
用
保
険
２
事
業
分
（
助
成

金
等
の
原
資
）
も
１
０
０
０
分
の
０
．

５
ア
ッ
プ
し
ま
す
。
苦
し
い
雇
用
保
険

財
政
を
考
慮
し
て
、
国
庫
負
担
等
の
見

蟇ilii篝

瓢
白
懸
鑓
雇
繍
懇
穰
議
醗
得
灘

福
利
厚
生
費
は
絶
対
金
額
で
ダ
ウ
ン
、

現
金
給
与
比
で
上
昇
と
い
う
相
反
す
る

動
き
を
示
し
ま
し
た
。
日
本
経
団
連
の

「
０
８
年
度
福
利
厚
生
費
調
査
」
の
結

果
で
す
。

同
調
査
に
よ
る
と
、
従
業
員
１
人
当

た
り
の
福
利
厚
生
費
は
、
ｎ
万
３
３
１

１
円
で
、
前
年
比
０
．
６
％
減
少
し
ま

し
た
。
福
利
厚
生
費
の
減
少
は
、
２
年

連
続
で
す
。
内
訳
を
み
る
と
、
法
定
福

直
し
も
実
施
さ
れ
ま
す
が
、
実
務
に
直

接
関
係
な
い
の
で
省
略
し
ま
す
。

第
２
は
、
保
険
料
の
特
例
納
付
に
関

す
る
規
定
創
設
で
す
。
現
在
寵
保
険
料

徴
収
は
２
年
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

今
回
改
正
で
は
、
事
業
主
が
雇
用
保
険

成
立
手
続
き
を
怠
っ
て
い
た
と
き
は
、

厚
生
労
働
大
臣
が
２
年
を
超
え
て
保
険

料
の
納
付
を
勧
奨
で
き
る
と
い
う
規
定

を
創
設
し
ま
す
。
労
働
者
が
保
険
料
を総纂璽減聾醤影一響及ぼ翰一

福
瓢
一
厚
鑿
寳
一
蟻
０
．
５
％
減
一

Ｘ シ

控
除
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

事
業
主
が
資
格
取
得
手
続
き
を
取
っ
て

い
な
か
っ
た
と
き
、
２
年
を
超
え
て
被

保
険
者
期
間
を
認
定
す
る
と
い
う
特
例

を
設
け
る
の
に
合
わ
せ
た
措
置
で
す
。

第
３
は
、
被
保
険
者
の
範
囲
拡
大
で

す
。
現
在
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
つ
い

て
は
、
「
週
加
時
間
以
上
で
６
カ
月
以

上
雇
用
見
込
み
」
の
場
合
、
資
格
取
得

の
手
続
き
を
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
（
平
成
ｎ
年
４
月
に
、
「
１
年
以
上

雇
用
見
込
み
」
を
「
６
カ
月
以
上
」
に

短
縮
）
。
今
回
改
正
で
は
、
さ
ら
に
雇

利
費
が
７
万
５
６
２
１
円
で
前
年
比
０
．

４
％
減
、
法
定
外
福
利
費
が
２
万
７
６

９
０
円
で
同
１
．
１
％
減
で
し
た
。

福
利
厚
生
費
の
過
去
の
推
移
を
た
ど

る
と
、
労
働
。
社
会
保
険
等
の
料
率
ア
ッ

プ
に
よ
り
年
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
、
０
８
年
（
平
成
ｎ

年
）
に
は
、
経
済
情
勢
の
悪
化
を
受
け
、

企
業
が
法
定
外
福
利
費
の
圧
縮
に
努
め

た
結
果
、
福
利
厚
生
費
全
体
と
し
て
は

用
見
込
み
期
間
を
短
縮
し
「
皿
日
以
上
」

に
改
め
ま
す
。
「
週
加
時
間
以
上
で
ｎ

日
以
上
の
一
雇
用
見
込
み
」
で
あ
れ
ば
竜

雇
用
保
険
の
被
保
険
者
取
得
手
続
き
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
合
わ
せ
、
日
雇
労
働
被
保
険

者
に
つ
い
て
も
、
「
同
一
事
業
主
に
、

日
以
上
雇
用
」
さ
れ
た
と
き
は
、
認
可

を
受
け
た
場
合
を
除
き
、
一
般
の
被
保

険
者
に
切
り
替
わ
る
も
の
と
し
ま
す
。

施
行
日
は
、
第
１
と
第
３
が
平
成
躯

年
４
月
１
日
、
第
２
が
「
公
布
か
ら
９

カ
月
以
内
」
で
す
。

減
少
傾
向
を
示
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

今
年
の
伸
び
率
マ
イ
ナ
ス
は
、
法
定
福

利
費
の
マ
イ
ナ
ス
が
大
き
く
影
響
し
て

い
ま
す
。
な
ぜ
法
定
福
利
費
が
下
が
っ

た
か
と
い
え
ば
、
現
金
給
与
総
額
が
前

年
比
２
．
３
％
減
と
大
き
く
落
ち
込
ん

だ
か
ら
で
す
。

福
利
厚
生
費
の
絶
対
額
は
減
っ
て
も
、

対
現
金
給
与
総
額
比
率
は
岨
。
０
％
で

過
去
最
高
と
な
り
ま
し
た
。
比
率
で
み

れ
ば
、
や
は
り
企
業
は
重
い
負
担
に
あ

え
い
で
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。


